
 

市長定例記者会見事項書 
 

 

            と き 平成２３年６月６日(月)１３時 ～ 

            ところ 庁議室（市本庁舎４階） 

 

 

○平成２３年第２回市議会定例会提出予定議案、平成２３年度津市一般 

 会計補正予算(第１号)について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○津波避難ビルの募集及び指定について 



 

定例記者会見 平成２３年６月６日（月）１３時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

総務部総務課 

（電話２２９－３２７５） 
総務課長 松岡 浩二 

政策財務部財政課 

（電話２２９－３１２４） 
財政課長 松田 千秋 

 
   平成２３年第２回市議会定例会提出予定議案、 

   平成２３年度津市一般会計補正予算(第１号)について 

 
 別紙のとおり 
 
 



（単位：千円）

命を守る
防災対策

・ 津市地域防災情報通信システム（移動系）変更実施設計業務委託 2,363

・ 東日本大震災の被災地への職員派遣 7,814

・ ＮＴＴドコモ「エリアメール」導入事業 197

・ 避難対策に係る備蓄品等配備事業 16,167

・ 地震防災マップ増刷 1,048

・ 自主防災活動支援事業 903

・ 津波避難ビル指定推進事業 3,468

救急医療対策

・ 救急相談ダイヤル事業 12,976

心をつなぐ
高齢者見守り対策

・ 生活・介護支援サポーター養成事業 9,720

・ 地域支え合い体制事業（支え合いのクモの巣づくり事業・徘徊見守りネットワーク構築事業） 2,044

くらしを創る
屋内総合スポーツ施設関係

・ 用地測量委託料 12,479

・ 地形測量委託料 5,215

・ 埋蔵文化財試掘調査委託料 2,445

・ 地質調査委託料 14,969

・ 土地鑑定調査委託料 504

・ 土地収用事業関係経費 344

新斎場整備関係

・ 新斎場整備事業 3,700

生活基盤の整備関係

・ 道路維持管理事業 200,000

・ 道路新設改良事業 53,235

・ 河川維持事業 68,000

・ 共同汚水処理施設修繕工事補助金 6,000

教育環境の整備関係

・ 学校施設維持補修事業（小・中学校） 95,300

・ 地上デジタル放送録画機器導入事業（小・中学校） 4,563

子育て支援対策

・ 発達支援対策（巡回相談事業・療育試行事業） 2,552

産業振興対策

・ 海外企業連携推進事業 4,078

・ 共同荒茶加工施設整備事業 76,449

その他
環境対応

・ 新エネルギー利用推進事業 1,440

・ Ｍ-ＥＭＳ認証取得費補助金 1,165

文化財保護対策

・ 多気北畠氏城館跡史跡整備事業 4,520

・ 多気北畠氏遺跡調査研究事業 792

・ 川喜田半泥子邸復元調査事業 18,000

平成２３年津市一般会計補正予算（第１号）における主な事業



 

定例記者会見 平成２３年６月６日（月）１３時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

危機管理部 危機管理課 

（電話２２９－３２８１） 

危機管理課長 

奥 山 秀 法 

 
津波避難ビルの募集及び指定について 

 
 本市においては、東海、東南海・南海地震に伴う津波が発生した場合、沿岸部を中

心に津波による浸水が予測されています。現在の想定では、津波の到達までに安全な

場所に避難することが可能といえますが、予測を上回る事態が発生することも考えら

れます。そうした事態においても、逃げ遅れた住民の皆さんや救助活動従事者等が緊

急かつ一時的に避難する場所を確保するため、下記のとおり、津波避難ビルの候補施

設を募集します。 

 

記 

 

１ 事業の概要 

⑴ 津波避難ビルの募集等 

民間施設を対象に津波避難ビル候補施設の募集を行うとともに、公共施設につ

いても、候補施設の調査、検討を行います。 

⑵ 津波避難ビルの指定 

候補施設の中から津波避難ビルを選定し、施設の所有者等と津波避難ビルの指

定に係る協定を締結します。 

 

２ 津波避難ビルの指定要件 

⑴ ３階建て以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とします。 

ただし、津波の浸水が浅いと予測されている地域においては、建物の形状等に

より、鉄骨造及び２階建ての建物も可能とします。 

⑵ 新耐震基準（昭和５６年６月１日以降の建築基準法における耐震基準）を満た

すものとします。 

⑶ ３階建て以上（２階屋上を含む）の階に一時避難が可能な場所があるものとし

ます。 

⑷ 海岸に直接面していないものとします。 

⑸ 緊急時に地域住民等の一時避難が可能なものとします。 

※ 上記要件は、被害想定の見直し等、必要に応じて適宜修正します。 

 

３ 指定対象地域 

  三重県が示す「津波浸水予測図【防潮施設等が機能しない場合】」に基づく浸水 

 区域内及びその周辺を対象地域とします。 
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